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を
送
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る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
日
本
大
使
館
の
現
地
職
員
ら
に
よ
る
集
団
密
航
へ
の
関
与
に
関
す
る

再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
案
に
関
し
て
は
、
平
成
十
九
年
九
月
、
御
指
摘
の
元
現
地
職
員
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
違
反
の
容
疑
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
本
年
三
月
二
十
六
日
、
懲
役
二
年
四
月
及
び
罰
金
百

五
十
万
円
に
処
す
る
と
の
判
決
が
あ
っ
た
こ
と
等
を
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
元
現
地
職
員
が
、
御
指
摘
の
大
使
館
に
勤
務
を
開
始
し
た
時
点
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
は

須
之
部
量
三
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
九
月
十
四
日
に
、
本
事
案
の
事
実
関
係
や
対
応
等
の
概
要
に
つ
い
て
、
外
務
大
臣
に

報
告
を
し
、
し
か
る
べ
く
対
応
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
元
現
地
職
員
に
よ
る
行
為
は
、
当
該
元
現
地
職
員
の
職
務
外
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
使
館
の
現
地
職
員

と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
者
に
つ
い
て
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
今
回
の
事
案
の
発
生

を
踏
ま
え
、
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
は
、
館
員
に
対
し
て
、
現
地
職
員
の
管
理
に
つ
い
て
一
層
厳
正
に

対
処
し
て
い
く
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

二


